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地
方
公
務
員
法
第
30
条
で
は

「
全
体
の
奉
仕
者
」
と
定
め
ら

れ
て
お
り
、
町
職
員
は
職
務
倫
理
の
自

覚
が
必
要
。
町
民
の
視
点
に
立
ち
、
親

切
丁
寧
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
が
、
他

の
自
治
体
と
比
べ
親
切
に
対
応
し
て
も

ら
え
な
い
と
の
声
が
あ
る
。
一
方
、
平

成
27
年
８
月
に
女
性
活
躍
推
進
法
が
成

立
。
活
躍
に
向
け
、
併
せ
て
伺
う
。

(1)
町
職
員
の
研
修
、
教
育
体
制
、
資
質

向
上
の
取
組
。

(2)
人
事
異
動
で
留
意
し
て
い
る
点
。

(3)
接
遇
は
人
事
評
価(

給
与)

に
反
映

さ
れ
て
い
る
か
。

(4)
女
性
の
係
長
職
・
管
理
職
の
人
数
、

登
用
の
考
え
方
と
今
後
の
見
通
し
。

(1)
公
務
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
知
識
、
技
能
、
教
養
を
備
え
た
資
質

の
形
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
各
種
研

修
を
実
施
し
、
平
成
26
年
度
に
は
、
延

べ
４
６
３
人
の
職
員
が
参
加
し
た
。

(2)
３
年
か
ら
５
年
の
期
間
を
基
本
と

し
、
町
の
職
員
と
し
て
幅
広
い
視
野
を

身
に
つ
け
る
た
め
、
過
去
の
経
歴
を
参

考
に
、で
き
る
だ
け
他
分
野
に
配
置
し
、

新
た
な
能
力
開
発
を
促
す
と
と
も
に
、

組
織
力
を
最
大
限
発
揮
で
き
る
よ
う
、

適
材
適
所
の
配
置
と
な
る
よ
う
心
が
け

て
い
る
。

(3)
接
遇
に
つ
い
て
は
、
挨
拶
や
言
葉
遣

い
、
誠
実
な
対
応
な
ど
を
客
観
的
な
評

価
項
目
と
し
て
い
る
。
給
与
へ
の
反
映

に
つ
い
て
は
、
他
市
町
村
の
動
向
や
職

員
団
体
と
の
協
議
も
踏
ま
え
た
上
で
、

調
査
、
研
究
を
行
い
た
い
。

(4)
現
在
の
女
性
管
理
職
は
４
人
、
係
長
職

は
19
人
で
あ
る
。
女
性
活
躍
推
進
法
の

精
神
に
も
鑑
み
、
女
性
職
員
が
最
大
限

に
そ
の
力
を
発
揮
で
き
る
職
場
づ
く
り

と
任
用
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
と
考
え

て
い
る
。本

町
の
一
般
会
計
に
お
け
る

町
職
員(

一
般
職)

の
時
間

外
勤
務
手
当
は
、
平
成
25
年
７
３
７
０

万
円
、
平
成
26
年
８
８
９
０
万
円
と
増

加
傾
向
。
町
民
か
ら
縮
減
す
べ
き
と
の

声
が
あ
る
。
時
間
外
の
増
加
は
、
税
負

担
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
町
民
感
情
と

し
て
納
得
で
き
ず
、
財
政
圧
迫
や
住
民

サ
ー
ビ
ス
低
下
、
職
員
の
健
康
の
懸
念

も
。
以
下
伺
う
。

(1)
時
間
外
勤
務
増
加
の
原
因
と
見
解
。

(2)
縮
減
の
取
組
と
今
後
の
見
通
し
、
目
標
。

(1)
増
加
の
要
因
と
し
て
は
、

小
学
校
教
科
書
の
採
択
に
係
る
事
務
、

衆
議
院
議
員
選
挙
に
係
る
事
務
、
暫
定

的
、
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
支
給
さ
れ

た
臨
時
福
祉
給
付
金
や
子
育
て
世
帯
臨

時
特
例
給
付
金
に
係
る
事
務
な
ど
と
分

析
し
て
い
る
。

　

本
町
で
は
、
必
要
最
小
限
の
職
員
数

で
最
良
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

こ
と
を
基
本
と
し
た
職
員
数
、
配
置
と

し
て
い
る
た
め
、
一
定
程
度
の
時
間
外

勤
務
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。

(2)
時
間
外
勤
務
の
縮
減
に
向
け
て
は
、

所
属
長
か
ら
の
事
前
命
令
、
事
後
確
認

の
徹
底
、
毎
週
水
曜
日
を
ノ
ー
残
業
デ

ー
と
す
る
な
ど
、
業
務
が
特
定
の
職
員

に
偏
ら
な
い
よ
う
課
内
、
係
内
で
の
連

携
も
図
り
な
が
ら
取
り
組
ん
で
お
り
、

時
間
外
勤
務
手
当
の
総
額
が
、
当
該
年

度
に
お
け
る
給
与
総
額
の
６
％
程
度
と

な
る
よ
う
、
適
正
な
職
員
配
置
や
応
援

態
勢
の
強
化
、
時
差
出
勤
の
拡
大
等
に

引
き
続
き
取
り
組
ん
で
い
く
。

　
　

(1)
人
事
異
動
で
は
分
野
が
違

う
部
署
に
異
動
す
る
が
、
制
度
や
知
識

習
得
を
ど
の
よ
う
に
努
力
し
て
い
る
か
。

(2)
人
事
評
価
の
結
果
は
、
給
与
に
当
然

反
映
す
べ
き
と
思
う
が
。

(3)
時
間
外
勤
務
縮
減
に
向
け
、
金
額
で

具
体
的
に
示
せ
な
い
の
か
。

(1)
職
員
が
異
動
し
た
場
合
、
ま
ず
職

務
内
容
の
勉
強
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

(2)
ま
ず
は
人
材
育
成
を
目
的
に
行
う
。

(3)
人
を
増
や
せ
ば
時
間
外
は
反
比
例
し

て
減
る
。
単
純
に
時
間
外
が
減
っ
た
か

ら
よ
し
と
は
な
ら
な
い
。

小島　智恵
　　　　　　　議員
 （政風クラブ）

答問
職
員
の
接
遇
能
力
や
資
質
の
向
上
に
、
多
様
な

研
修
機
会
を
設
け
て
い
く

町
民
に
対
す
る
接
遇
の
向
上
を

問

答

役場内における女性の登用、活躍

答問
業
務
量
は
増
え
て
お
り
、
定
員
管
理

を
含
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
間
外
勤
務
の
縮
減
を

町
　
長

問
町
　
長

再

質

問


